
（証券コード5758)
2016年６月６日

株 主 各 位
大阪市東成区神路三丁目８番36号

Ｆ Ｃ Ｍ 株 式 会 社
代表取締役社長 市 居 　 律 雄

第68期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2016年６月20日（月曜日）午
後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2016年６月21日（火曜日）午前10時00分

２．場 所 大阪市東成区神路三丁目８番36号

当社本店　多目的ホール（末尾ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第68期（2015年４月１日から2016年３月31日まで）事業報告の

内容及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件
以　上

(お願い)◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申しあげます。

　      ◎会場の準備の都合上、受付開始は午前９時15分を予定しております。
        ◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正すべき事項が生

じた場合は、修正後の内容をインターネット上の当社ウェブサイト（アド
レス　http://www.fc-m.co.jp/ir.html）に掲載させていただきます。

　　　　◎節電対策として当日は軽装にて実施させていただきますので、予めご
了承賜りますようお願い申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2015年４月１日から
2016年３月31日まで ）

１．会社の現況に関する事項

　（１） 事業の経過及びその成果

　当期においては、原油等の資源価格の低迷に中国の景気減速などが加わり、

資源国・新興国の景気低迷が長期化いたしました。欧州・米国では、個人消

費をけん引役に緩やかながらも回復基調を保ち底堅く推移しましたが、世界

経済は総じて停滞色が濃い展開となりました。国内では、企業業績に改善の

傾向がみられるものの設備投資は慎重なまま推移し、個人消費も依然として

弱く横ばい圏での展開となっております。

　このような経営環境のもと、当社はそれぞれのセグメントにおいて販売拡

大と収益性改善に取り組みました。その結果、当期の業績は売上高20,597百

万円（前期比1.8％減）、営業利益678百万円（前期比3.9％減）、経常利益

685百万円（前期比11.7％減）、当期純利益447百万円（前期比4.7％減）とな

りました。

単位（百万円）

前期

2015年３月期

当期

2016年３月期
増減率

売 上 高 20,978 20,597 △1.8％

営 業 利 益 706 678 △3.9％

経 常 利 益 775 685 △11.7％

当 期 純 利 益 469 447 △4.7％

(参考)加工売上高 3,964 4,291 8.2％

 (注) 当社では売上高から主要な材料費等を控除した金額を「加工売上高」と称し、経営

指標として用いております。
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セグメント別の業績概要は、以下のとおりです。

（電子機能材事業）

　電子機器や電子部品に使用される部材の表面処理加工を主とする電子機能

材事業では、売上高6,210百万円（前期比3.3％増）となりました。スマート

フォンやタブレット端末の精密コネクタ等を中心に、民生関連の旺盛な需要

が続いております。一方で価格や品質に対する要求が厳しくなっており、貴

金属の使用量削減や製造方法の改善で収益性の維持を図っております。自動

車部品向けは予想通りの出荷となりましたが、主に産業機器などに使われる

パワーモジュール関連は、中国の景気減速もあり当初の見込みを下回ってい

ます。フィルム関連製品では、医療機器向けが堅調に推移しています。生産

量の増加と品質管理強化に対応するための増員で労務費が増加したことなど

から、当セグメントの経常利益は484百万円（前期比20.1％減）となりまし

た。

（電気機能線材事業）

　電線・配線用ケーブル・通信用ケーブルなどの伸線加工を主とする電気機

能線材事業では、前期に比べ受注状況は好調でしたが、銅の価格が相対的に

下落したことで売上高は14,386百万円（前期比3.9％減）となりました。主力

の設備用電線など建設・電販向けでは前期から横ばいの推移でしたが、非電

線用途の異型線加工が順調に推移し全体の受注を押し上げました。原価低減

にも継続して取り組んでおり、当セグメントの経常利益は200百万円（前期比

18.7％増）となりました。

単位（百万円）

前期

2015年３月期

当期

2016年３月期
増減率

売上高 構成比
加工

売上高
構成比 売上高 構成比

加工

売上高
構成比 売上高

加工

売上高

電子機能材

事業
6,010 28.7％ 2,901 73.2％ 6,210 30.2％ 3,146 73.3％ 3.3％ 8.5％

電気機能線材

事業
14,967 71.3％ 1,063 26.8％ 14,386 69.8％ 1,144 26.7％ △3.9％ 7.7％

合計 20,978 100.0％ 3,964 100.0％ 20,597 100.0％ 4,291 100.0％ △1.8％ 8.2％
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　当社の利益配分については、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつ

つ、業績と配当金額との連動性を重視しております。内部留保金については、

将来の成長分野及び研究開発への投資により事業・業績の拡大を図るととも

に、財務体質の強化にも努めております。配当の時期については中間配当と

期末配当の年２回としております。これらの剰余金の配当の決議機関は、期

末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。具体

的な利益配分に関する基本方針は以下のとおりです。

　① 業績に連動した利益配分を基準とする。

　② 配当性向は、純利益の30％を目標とする。

　上記方針に基づき、期末配当については１株当たり79円とする案を株主総

会にお諮りいたします。その結果、年間で前期比４円減配の１株当たり79円

となる予定です。

（２） 設備投資の状況

　当期の主な設備投資は、富山工場の建屋増設（368,411千円）及び電子機能

材事業部における生産設備の増設及び更新（492,305千円）並びに電気機能線

材事業部における伸線設備の増設（94,532千円）に伴う投資によるものです。

なお、事業所別の設備投資額は以下のとおりであります。

大阪 254百万円

富山 722百万円

京都 149百万円

合計 1,126百万円

（３） 資金調達の状況

　設備投資に必要な資金は自己資金及び借入によってまかなっております。
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（４） 対処すべき課題

　 当社は現場・現物に密着したものづくりを追求しております。安定的かつ

効率的なものづくりの体制、そのために必要な技術の深掘り、それに携わる

人材の育成に取り組むことで、永続的な成長と利益の確保を目指してまいり

ます。

① 人材の育成とスペシャリストの確保に注力いたします。ベテラン社員の

技能承継も含めた人材の育成、開発・生産・品質等の各工程におけるスペシ

ャリストの確保、更に適材適所の人員配置により継続的な成長を目指しま

す。

② 成長の維持と継続のため、積極的に投資を進めてまいります。既存事業の

生産や品質にかかる投資だけでなく、新規分野や新規事業に対しても慎重か

つ迅速に検討してまいります。また、環境保全に関わる投資に対しても積極

的に進めてまいります。

③ 各事業で新規開発の伸長に取り組んでまいります。電子機能材事業にお

いては、これまでの知見やノウハウ・技術の複合化により新たな機能部品・

製品を生み出し、新規市場の開拓を目指します。電気機能線材事業において

は、非電線分野を中心に新たな製品の開発と販売に注力してまいります。

④ 事業の拡大に必要となる継続的な投資や経営環境の急変にも耐えうるよ

う、より一層の財務体質の改善に努めてまいります。
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（５） 直前３事業年度の財産及び損益の状況

第65期 第66期 第67期 第68期(当期)

2012年４月１日から
2013年３月31日まで

2013年４月１日から
2014年３月31日まで

2014年４月１日から
2015年３月31日まで

2015年４月１日から
2016年３月31日まで

売 上 高 (百万円) 16,009 18,401 20,978 20,597

経 常 利 益
又は経常損失（△）

(百万円) △65 185 775 685

当 期 純 利 益
又は当期純損失（△）

(百万円) △319 94 469 447

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) △187.57 55.71 275.29 262.48

総 資 産 (百万円) 9,277 8,999 9,810 9,667

純 資 産 (百万円) 3,193 3,291 3,737 4,039

１株当たり純資産額 (円) 1,874.32 1,932.10 2,193.87 2,371.26

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は期中平均発行済株式数により、１株当

たり純資産額は期末発行済株式数により算出しております。

（６） 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

　 当社の親会社は古河電気工業株式会社であり、同社は当社の株式を

940,567株（出資比率55.2％）保有しております。

　 当社は親会社より銅荒引線の仕入の他、銅芯線の生産を委託され、これら

を納入しております。

　 当社はこれらの取引をするに当たり、仕入については、市場価格等を参考

にして価格交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。販売につい

ても市場価格、総原価等を勘案して一般取引条件と同様に決定しておりま

す。

　 当社取締役会は、このような取引条件を把握し、適正性・妥当性を検討し

た上で、当社の利益を害するものではないと判断しております。

② 重要な子会社の状況

　 該当事項はございません。
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（７） 主要な事業内容（2016年３月31日現在）

　当社は、電気機器や電子部品に使用されている材料・部品の金属メッキ加

工、表面処理加工、製造及び販売を主たる業務とする「電子機能材事業」と、

電線、配線用ケーブル、通信用ケーブルなどの伸線加工を主たる業務とする

「電気機能線材事業」を行っております。

（８） 主要な営業所及び工場（2016年３月31日現在）

本社及び大阪・神路工場

　大阪市東成区神路三丁目８番36号

大阪・深江北工場

　大阪市東成区深江北一丁目16番17号

富山工場

　富山県富山市八尾町保内二丁目３番６号

京都工場

京都市南区上鳥羽南唐戸町100番地

名古屋営業所

　名古屋市中村区名駅四丁目24番５号　第二森ビル

（９） 従業員の状況（2016年３月31日現在）

従 業 員 数 前事業年度末比増減数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

228（79）名 31名増(27名増） 38.9歳 9.7年

（注）１．従業員数は就業員数であり、パート、嘱託社員及び派遣社員等は（　）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。

　　　２．平均年齢及び平均勤続年数は、パート、嘱託社員及び派遣社員等を除外して計算して

おります。

（10） 主要な借入先及び借入額（2016年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,276百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 500百万円

株 式 会 社 京 都 銀 行 303百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 85百万円
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２．株式の状況（2016年３月31日現在）

（１） 発行可能株式総数 5,345,068株

（２） 発行済株式の総数 1,704,267株（自己株式を含む）

（３） 株主数 2,873名 (前期末比 956名減)

（４） 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社 940千株 55.2％

小 原 直 人 40千株 2.4％

Ｆ Ｃ Ｍ 従 業 員 持 株 会 28千株 1.7％

小 原 　 登 23千株 1.4％

小 原 徹 昭 23千株 1.3％

川 森 晋 治 20千株 1.2％

山 口 昌 志 10千株 0.6％

吉 村 武 司 9千株 0.6％

弥 栄 電 線 株 式 会 社 8千株 0.5％

福 田 芙 美 4千株 0.3％

（注）持株比率は自己株式（534株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

（１） 取締役及び監査役の氏名等（2016年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 市 居 律 雄

専 務 取 締 役 川 森 晋 治 管理部管掌

取 締 役 野 原 彰 洋 電子機能材事業部長兼電子機能材事業部営業部長

取 締 役 新 山 晃 生 古河電気工業㈱戦略本部経営企画室主査

常 勤 監 査 役 南 出 喜 治

監 査 役 櫻　　　日出雄 古河電気工業㈱監査役

監 査 役 土 井 　 博  弁護士

（注）１．取締役新山晃生氏は、社外取締役であります。

２．監査役櫻日出雄氏及び土井博氏は、社外監査役であります。

３．（１）常勤監査役南出喜治氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関

　する相当程度の知見を有するものであります。

    （２）監査役櫻日出雄氏は、古河電気工業㈱での経理、財務部門の長年の業務経験を

　有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社は監査役土井博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。

（２） 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4名
（1名）

95百万円
（1百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3名
（2名）

9百万円
（2百万円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

7名
（3名）

105百万円
（3百万円）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2013年６月18日開催の第65期定時株主総会において年額200百

万円以内とし、その内訳は年額170百万円以内（うち社外取締役分10百万円）とする固

定報酬枠と年額30百万円以内とする業績連動報酬枠とで構成すると決議いただいてお

ります。

３．監査役の報酬限度額は、2003年６月26日開催の第55期定時株主総会において年額15百

万円以内と決議いただいております。
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（３） 社外役員に関する事項

① 社外取締役に関する事項

取　締　役

新 山 晃 生

他の法人等の業務執行者と

しての重要な兼職の状況

古河電気工業㈱

戦略本部経営企画室主査（注）２

責任限定契約の内容 （注）１

（注）１．当社と会社法第427条第１項の規定による取締役（業務執行取締役等である者を除く）

は同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約

に基づく責任の限度額は50万円以上であらかじめ定めた金額または、法令が規定する

額のいずれか高い額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその職務を行うにつき善意

でありかつ重大な過失がないときに限られております。

２．古河電気工業㈱は当社の親会社であり、当社との間に商品製品の販売及び原材料商品

の仕入等の取引関係があります。

② 社外監査役に関する事項

監　査　役

櫻 　 日 出 雄 土 井 　 博

他の法人等の業務執行者と

しての重要な兼職の状況

古河電気工業㈱

監査役（注）２
 ―

責任限定契約の内容 （注）１ （注）１

（注）１．当社と会社法第426条第１項の規定により任務を怠ったことによる監査役（監査役であ

った者を含む）は同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく責任の限度額は50万円以上であらかじめ定めた金額または、法

令が規定する額のいずれか高い額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役がその職務を行うにつき善意

でありかつ重大な過失がないときに限られております。

２．古河電気工業㈱は当社の親会社であり、当社との間に商品製品の販売及び原材料商品

の仕入等の取引関係があります。
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③ 社外役員が親会社等及び子会社等から受けた役員報酬等の総額

　 当事業年度において、社外取締役及び社外監査役が、役員を兼任する親会

社等または子会社等から、役員として受けた報酬等の総額は、30百万円であ

ります。

④ 社外取締役及び社外監査役の当事業年度中の主な活動状況

取 締 役 会 監 査 役 会

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取 締 役 新 山 晃 生 12回 100.0％ － －

監 査 役 櫻　　　日出雄 11回 91.7％ 11回 91.7％

監 査 役 土 井 　 博 12回 100.0％ 11回 91.7％

（注）１．取締役新山晃生氏は、出席した取締役会において、社外取締役として、報告事項や決

議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べてお

ります。

２．監査役櫻日出雄氏及び監査役土井博氏は、出席した取締役会において、社外監査役と

して、報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場

から意見を述べております。

　　また、出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告を行い、他

の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から

意見を述べております。
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４．会計監査人の状況
（１）名称　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

（２）報酬等の額

支　払　額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24百万円

・当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額
24百万円

（注） １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

ております。

　　　 ２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における会計監査

の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて

必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１

項の同意の判断をしております。

（３）会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任の議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び運用状況

の概要は以下のとおりであります。

（１） 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　当社は、経営理念に則った「企業行動規範」を制定し、代表取締役社長

がその精神を、役職者をはじめ全従業員に継続的に伝達、且つ教育をする

ことにより、周知徹底を図り、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原

点とすることを徹底する。

　代表取締役は社長、取締役、部長からなる経営会議を定期的に開催し、

事業環境の分析、利益計画の進捗状況等の情報の共有化、会社に著しい損

害及び利益を及ぼすおそれのある事実の発生、企業行動規範の浸透と遵

守、コンプライアンスの徹底を図り、経営判断に反映させる。

　また、代表取締役社長はコンプライアンスに関する統括責任者として、

管理責任者である管理部長が行うコンプライアンス体制に係る規程の整

備、職務分掌、権限表等の制定と徹底を統括する。

　コンプライアンス違反に対する社内通報体制として、管理責任者への直

接通報窓口を設定するほか、公益通報者保護法の主旨を尊重し、外部機関

を利用した通報窓口の２つの経路を設ける。

　なお、内部監査部門及び管理部は連携し、コンプライアンス体制の調

査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、問題点の把握と改善に努め

る。

（２） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、取締役の職務の執行に関わる情報を含め、文書管理規程をはじ

めとする社内規程に基づき、法令、定款に則った情報、文書の保存、管理

を行う。内部監査部門及び管理部は連携し、取締役の職務の執行に関わる

情報の保存及び管理について問題なく実施されているかについて監査し、

必要に応じて取締役会に報告する。

　関連する社内規程は、必要に応じて適宜見直し、改善を図るものとす

る。
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（３） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、当社を取り巻く外部環境や内部環境は時として急激に変化し、

これらは経営に大きなリスクをもたらしており、企業が成長を維持する基

盤として、リスク管理能力が非常に重要であり、企業評価を大きく左右す

るという認識に立ち、リスク管理を経営上の大きな課題の１つと捉える。

リスク管理体制としては、管理、営業、製造、品質保証、技術開発等の各

担当部門の責任及び採るべき行動を分担、管理することとしており、経営

上のリスクについては、逐一、経営会議または取締役会に報告し、決裁を

得ることとする。規程については、リスク管理基本規程等の関連規程のほ

か必要に応じて新たに制定する。

　内部監査部門及び管理部は連携し、各部門のリスク管理状況を監査し、

必要に応じて経営会議及び取締役会に報告する。

（４） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　代表取締役社長は、中期経営計画及び年度経営計画に基づいた各部門の

目標に対し、職務が効率的に行われるよう監督する。

　各部門長は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び

効率的な業務遂行体制を決定する。代表取締役社長は、その進捗状況につ

いて経営会議や各部門会議を通して各部門長に報告させ、施策及び効率的

な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図り、重要な案件につ

いては取締役会に上程し、承認を得る。

（５） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る体制

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役

会は監査役と協議の上、監査役室を置き、必要な人員を配置することがで

きる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮

権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとす

る。

－ 14 －



（６） 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

　取締役及び使用人は会社に重大な損失を与える事項が発生、または発生

するおそれがあるとき、重大な法令並びに定款違反行為を認知した場合の

ほか、取締役会に付議すべき重要な事項等を、法令及び社内規程等に基づ

き監査役に報告するものとする。なお、監査役に報告をした者に対し、当

該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨

を取締役及び使用人に周知徹底する。

（７） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するた

め、経営会議、取締役会に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重

要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。また、

内部監査部門及び会計監査人と定期的な意見交換を実施する。

（８） 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きそ

の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関

する事項

　監査役が職務の執行について生ずる費用の前払いなどの請求について

は、協議の上、職務の執行に必要であると認められた場合、当該費用また

は債務の処理に応ずる。

（９） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について

　当社は企業行動規範において「反社会的勢力には毅然とした態度で対応

します」という基本的な考え方を定め、役職者をはじめ全従業員に周知徹

底を図っております。仮に反社会的勢力から接触を受けた場合は、管理部

を対応統括部門とし、警察・弁護士等を含め外部機関と連携し、反社会的

勢力及び団体に対し断固とした姿勢で臨み、一切の関係を拒絶いたしま

す。
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（10） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制整備の

当初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認

し、経営会議並びに取締役会にその内容を報告しております。確認調査の

結果、判明した問題点につきましては、是正処置を行い、より適切な内部

統制システムの運用に努めております。

６．会社の支配に関する基本方針

　当社としては重要な事項と認識しており、継続的に検討をしておりますが、

親会社の議決権の所有割合が50％を超えている現状に鑑みて、現時点での買収

防衛策の導入はしておりません。
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貸　借　対　照　表
（2016年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

公 共 施 設 利 用 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

5,366,662

176,671

1,108,199

389,102

2,901,021

388,051

339,319

15,149

20,643

27,744

758

4,301,162

4,080,731

1,056,405

28,227

890,691

11,599

164,056

1,863,981

65,767

8,783

1,988

1,476

5,318

211,648

37,102

28

4,565

161,318

8,633

流 動 負 債 3,484,409

買 掛 金 2,436,525

短 期 借 入 金 300,000

１年内返済予定の長期借入金 268,418

未 払 金 234,419

未 払 費 用 98,326

未 払 法 人 税 等 108,687

前 受 金 1,809

預 り 金 27,023

役 員 賞 与 引 当 金 9,200

固 定 負 債 2,143,415

長 期 借 入 金 1,596,761

長 期 未 払 金 71,715

退 職 給 付 引 当 金 474,939

負 債 合 計 5,627,825

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 4,036,749

資 本 金 687,749

資 本 剰 余 金 826,871

資 本 準 備 金 826,871

利 益 剰 余 金 2,523,376

利 益 準 備 金 20,485

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,502,891

別 途 積 立 金 431,728

繰 越 利 益 剰 余 金 2,071,163

自 己 株 式 △1,247

評価・換算差額等 3,249

その他有価証券評価差額金 3,249

純 資 産 合 計 4,039,999

資 産 合 計 9,667,824 負 債 純 資 産 合 計 9,667,824

－ 17 －



損　益　計　算　書

（ 2015年４月１日から
2016年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 20,597,274

売 上 原 価 18,670,614

売 上 総 利 益 1,926,660

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,247,994

営 業 利 益 678,665

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

受 取 配 当 金 1,122

助 成 金 収 入 10,052

受 取 補 償 金 2,815

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 2,655

受 取 賃 貸 料 4,308

雑 収 入 2,615 23,574

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,166

売 上 割 引 5,747

賃 貸 費 用 2,149

そ の 他 16 17,079

経 常 利 益 685,160

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 439 439

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,711 1,711

税 引 前 当 期 純 利 益 683,889

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 237,498

法 人 税 等 調 整 額 △812 236,686

当 期 純 利 益 447,203
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株主資本等変動計算書

（ 2015年４月１日から
2016年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別　　途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 687,749 826,871 826,871 20,485 431,728 1,765,374 2,217,587 △1,055 3,731,153

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △141,413 △141,413 △141,413

当 期 純 利 益 447,203 447,203 447,203

自己株式の取得 △192 △192

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

当期変動額合計 － － － － － 305,789 305,789 △192 305,596

当 期 末 残 高 687,749 826,871 826,871 20,485 431,728 2,071,163 2,523,376 △1,247 4,036,749

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 6,721 6,721 3,737,874

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △141,413

当 期 純 利 益 447,203

自己株式の取得 △192

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

△3,471 △3,471 △3,471

当期変動額合計 △3,471 △3,471 302,125

当 期 末 残 高 3,249 3,249 4,039,999
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

（１） 資産の評価基準及び評価方法

 ①　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

 ②　たな卸資産

・原材料・製品・仕掛品　　　　　月次総平均法による原価法

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法

なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳

簿価額を切り下げております。

（２） 固定資産の減価償却の方法

 ①　有形固定資産　　　　　　　　　 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８～38年

機械及び装置 ２～７年

 ②　無形固定資産　　　　　　　　　 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基づいております。

（３） 引当金の計上基準

 ①　役員賞与引当金　　　　　　　　 役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する

賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を

計上しております。

 ②　退職給付引当金　　　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務に基づき計上しております。

（４） その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理　　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。
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２．表示方法の変更に関する注記

　前事業年度において営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年度の営業外

収益の「雑収入」に含まれる「受取補償金」は713千円であります。

３．貸借対照表に関する注記

（１） 担保に供している資産及び担保に係る債務

 ① 担保に供している資産

建物 741,664千円

土地 363,242千円

計 1,104,906千円

 ② 担保に係る債務の金額

短期借入金

１年内返済予定の長期借入金

300,000千円

121,706千円

長期借入金 855,000千円

計 1,276,706千円

ただし、根抵当権及び根担保設定のため上記債務のうち、実際担保されている債務の極

度額は、576,000千円であります。

（２） 有形固定資産の減価償却累計額 5,593,483千円

（３） 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

 ① 短期金銭債権 213,974千円

 ② 短期金銭債務 1,900,419千円

４．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

 ① 売上高 2,699,349千円

 ② 仕入高 9,971,097千円

 ③ その他営業取引高 9,135千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

（１） 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 1,704,267株 －株 －株 1,704,267株

（２） 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 484株 50株 －株 534株

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。
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（３） 剰余金の配当に関する事項

 ① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

20 1 5年６月18日

定 時 株 主 総 会
普通株式 141,413千円 83円 2015年３月31日 2015年６月19日

 ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額

１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

20 1 6年６月21日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 134,594千円 79円 2016年３月31日 2016年６月22日

６．税効果会計に関する注記

（１） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

減価償却超過額 6,066千円

減損損失 59,954千円

退職給付引当金 145,078千円

長期未払金 21,901千円

研究開発費 1,580千円

未払事業税及び未払地方法人特別税 12,353千円

ゴルフ会員権評価損 1,325千円

その他 8,411千円

繰延税金資産小計 256,671千円

評価性引当額 △73,263千円

繰延税金資産合計 183,407千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △1,445千円

繰延税金負債合計 △1,445千円

繰延税金資産の純額 181,962千円

（２） 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき

の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 32.9％

 （調整）

  交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.0％

  役員賞与引当金 0.4％

  住民税均等割 1.1％
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  試験研究費税額控除 △2.0％

  生産性向上設備取得による税額控除 △0.5％

  税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.4％

  その他 0.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6％

（３） 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を

改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が2016年３月29日に国会で成立し、2016年４月

１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。こ

れに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計

算において使用した32.9％から2016年４月１日に開始する事業年度及び2017年４月１日に

開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8％に、2018年４月１日に開始

する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5％となります。

  この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9,407

千円減少し、法人税等調整額が9,472千円、その他有価証券評価差額金が64千円、それぞれ

増加しております。

７．リースにより使用する固定資産に関する注記

（借主側）

（１） ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

（２） オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 1,472千円

１年超 2,484千円

合計 3,957千円

（貸主側）

（１） ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

（２） オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 4,308千円

１年超 71,764千円

合計 76,072千円
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８．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

     当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀

行借入による方針であります。デリバティブは、将来借入金の金利変動リスクを回避す

るために利用する可能性はありますが、現在は行っておりません。投機的な取引は行わ

ない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

     営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金は、顧客の信用リスクに晒さ

れております。

     投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

     営業債務である買掛金及び未払金は、すべて３ヶ月以内の支払期日であります。

     借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に

設備投資に係る資金調達であり、返済期間は決算日後 長で５年であります。変動金利

の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

  a  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

     営業債権については、売上債権管理要領に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理

を行うとともに、主な取引先の信用状況については与信管理サービスの契約を締結し、

毎月与信会議を開催する管理体制としております。

  b  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

     借入金に係る支払金利については、変動金利の動きに留意し、必要に応じて金利スワ

ップ取引を利用する方針であります。

     投資有価証券については、すべて定期的に把握された時価が取締役会に報告されてお

ります。

  c  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

     営業債務や借入金等を考慮して、月次の資金繰計画を作成するなどの方法により流動

性リスクを管理しております。
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（２）金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重

要性が乏しいと判断したものについては記載を省略しております。

貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（１） 　現金及び預金 176,671 176,671 －

（２） 　受取手形 1,108,199

　電子記録債権 389,102

　売掛金 2,901,021

　貸倒引当金 －

4,398,323 4,398,323 －

（３） 　投資有価証券 37,102 37,102 －

資産計 4,612,097 4,612,097 －

（１） 　買掛金 2,436,525 2,436,525 －

（２） 　短期借入金 300,000 300,000 －

（３） 　未払金 234,419 234,419 －

（４） 　未払法人税等 108,687 108,687 －

（５） 　長期借入金（＊１） 1,865,179 1,868,917 3,738

負債計 4,944,811 4,948,549 3,738

デリバティブ取引 － － －

　（＊１）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

　(注)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　資　産

　(１)現金及び預金、(２)受取手形、電子記録債権及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。なお、受取手形及び電子記録債権並びに売掛金については、

信用リスクを個別に把握することが困難なため、貸倒引当金を信用リスクと見做し、時価を

算定しております。

　(３)投資有価証券

　　これらの時価について、株式等は取引所等の価格によっております。
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　負　債

　(１)買掛金、(２)短期借入金、(３)未払金、(４)未払法人税等

　　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

　　該帳簿価額によっております。

　(５)長期借入金

　変動金利による長期借入金の時価については、短期間で市場金利を反映しております。また、

当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考

えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利による長期借入金の時価について

は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する

方法によっております。

９．賃貸等不動産に関する注記

　当社では、三重県において、賃貸用の土地を所有しております。

　当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は2,158千円（賃貸収益は営業外収益

に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりでありま

す。

貸借対照表計上額

期首残高 109,520千円

期中増減額 －千円

期末残高 109,520千円

期末時価 98,568千円

 (注) 期末時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額を適切に市場価格

を反映させていると考えられる指標を用いて時点補正した金額によっております。

10．関連当事者との取引に関する注記

（１） 関連当事者との取引

親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種 類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事 業 の 内
容 又 は 職
業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合
（ ％ ）

関連当事
者との関
係

取引の
内容

取 引 金 額
（ 千 円 ）

科目
期末残高
（千円）

親会社 古河電気工業㈱
東京都
千代田区

69,395,093

電線、非鉄金
属製品及びそ
の他製品の製

造販売

(被所有)
直接
55.2

商品製品の
販売及び原
材料商品の

仕入
役員の兼任

商品
製品の
販売

2,699,349 売掛金 213,974

原材料
商品の
仕入

9,971,097 買掛金 1,899,004

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が

含まれております。

２．当社製品の販売については、価格その他の取引条件は提出会社と関連を有しない当事

者と同様の条件によっております。

－ 26 －



３．材料等の購入については、市場価格等を参考にして価格交渉の上、一般取引条件と同

様に決定しております。

（２） 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

古河電気工業株式会社（東京証券取引所に上場）

11．１株当たり情報に関する注記

（１） １株当たり純資産額 2,371円26銭

（２） １株当たり当期純利益 262円48銭

12．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はございません。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2016年５月10日

ＦＣＭ株式会社

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 免 和 久 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＦＣＭ株式会社の2015年４月
１日から2016年３月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びそ
の附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が
採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監  査  報  告  書

　当監査役会は、2015年４月１日から2016年３月31日までの第68期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査
役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け

るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制シ
ステム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及
び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由に
ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から｢職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣(会社計算規則第131条各号に掲げる事
項)を｢監査に関する品質管理基準｣(2005年10月28日、企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘す
べき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないよ
うに留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理
由について、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2016年５月17日
ＦＣＭ株式会社　監査役会
常勤監査役 南 出 喜 治 ㊞

社外監査役 櫻　　　日出雄 ㊞

社外監査役 土 井 　 博 ㊞

以上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の配当の件

当社の利益配分については、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、

業績と配当金額との連動性を重視しております。内部留保金については、将来の

成長分野及び研究開発への投資により事業・業績の拡大を図るとともに、財務体

質の強化にも努めております。配当の時期については中間配当と期末配当の年２

回としております。具体的な利益配分に関する基本方針は以下のとおりです。

　① 業績に連動した配当金額とする。

　② 配当性向の目標を30％とする。

　これらの基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、下記のとおりと

いたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

　　　金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　当社普通株式１株につき金79円といたしたいと存じます。

　　　なお、この場合の配当総額は134,594,907円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　　　2016年６月22日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、経営体制の強化を図るため、取締役１名を増員することとし、取締役５

名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
の番号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１

いち

市
い

居
 

　
りつ

律
お

雄

(1951年10月31日)

1974年４月　古河電気工業㈱入社

2005年１月　古河電気工業㈱執行役員

関西支社長兼中国支社長

2007年６月　当社入社

当社取締役副社長

2008年６月　当社代表取締役社長（現任）

1,842株

２

かわ

川
もり

森
 

　
しん

晋
じ

治

(1962年９月12日)

1991年１月　当社入社

2005年１月　当社専務取締役

2011年６月　当社専務取締役　管理部管掌

2012年６月　当社専務取締役　電子機能材事

業部、管理部管掌

2015年６月　当社専務取締役　管理部管掌

（現任）

20,537株

３

の

野
はら

原
 

　
あき

彰
ひろ

洋

(1971年９月７日)

1994年４月　当社入社

2006年２月　当社電子機能材事業部営業部長

2008年６月　当社電子機能材事業部長兼電子

機能材事業部営業部長

2013年６月　当社取締役　電子機能材事業部

長兼電子機能材事業部営業部長

（現任）

2,920株

４
にい

新
やま

山
 

　
てる

晃
お

生

(1963年７月21日)

1986年４月　古河電気工業㈱入社

2013年４月　古河電気工業㈱戦略本部経営企

画室主査（現任）

2014年６月　当社取締役（現任）

0株

－ 31 －



候補者
の番号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

※
５

わた

渡
なべ

邉
 

　
じゅん

純
じ

二

(1942年６月29日)

1968年４月　日本電信電話公社（現日本電信

電話㈱）入社

1989年４月　日本電信電話㈱　研究所　主席

研究員

1990年６月　住友金属工業㈱入社

1995年12月　名古屋工業大学客員教授（極微

構造デバイス研究センター）

1998年４月　熊本大学　工学部教授

2007年５月　熊本大学客員教授（イノベーシ

ョン推進機構）（現任）

0株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

３．渡邉純二氏は、社外取締役候補者であります。

４．社外取締役候補者とする理由について

　渡邉純二氏につきましては、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、電

線及び電子部品業界に関する造詣が深く、熊本大学等の経歴及び高度な学術知識を活

かして、当社に専門的な助言をいただくことで、当社の成長が促進されると判断し、

社外取締役として選任をお願いするものであります。

５．取締役（業務執行取締役等である者を除く）との責任限定契約について

　当社は、取締役が期待される役割を充分発揮できるよう、当社定款において、取締

役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。新山晃生氏及び渡邉純二氏の

選任が承認されますと、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。その

契約内容の概要は、以下のとおりであります。

 ① 取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合、50万円以上

であらかじめ定めた金額または、法令が規定する額のいずれか高い額を限度とし

て、その責任を負う。

 ② 上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の執行

について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

６．新山晃生氏は、現在および過去５年間にて当社の親会社である古河電気工業(株)の業

務執行者であり、その地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位、担当（重要

な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。

７．渡邉純二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏

の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役櫻日出雄氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、

その補欠として監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、補欠とし

て選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満

了する時までとなります。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得て

おります。監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

※
みや

宮
もと

本
 

　
けい

圭
こ

子

（1964年３月23日）

1992年４月　第一法律事務所（現弁護士法人第一法

律事務所）入所

2007年12月　弁護士法人第一法律事務所社員弁護

士（現任）

2010年４月　大阪大学大学院高等司法研究科客員

教授（現任）

0株

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．宮本圭子氏は、社外監査役候補者であります。

４．社外監査役候補者とする理由について

　宮本圭子氏につきましては、弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客

観的・中立的な監査業務が期待されることから、社外監査役として選任をお願いする

ものであります。宮本圭子氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁

護士として企業法務の実務に長年にわたり携わっており、社外監査役としての職務を

適切に遂行いただけると判断するものであります。

５．監査役との責任限定契約について

　当社は、監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、当社定款において、監査

役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を

定めております。宮本圭子氏の選任が承認されますと、当社との間で責任限定契約を

締結する予定であります。その契約内容の概要は、以下のとおりであります。

 ① 監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合、50万円以上

であらかじめ定めた金額または、法令が規定する額のいずれか高い額を限度とし

て、その責任を負う。

 ② 上記の責任限定が認められるのは、監査役がその責任の原因となった職務の執行

について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

６．宮本圭子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏

の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：大阪市東成区神路三丁目８番36号

当社本店　多目的ホール

TEL 06-6975-1324

Ｎ

深江小学校

ローソン

コクヨ

セブン
イレブン

地下鉄
３番出口③

地下鉄
１番出口

①

ラ
イ
フ

地下鉄　新深江駅

セブン
イレブン

ファミリー
マート

ただの歯科

神路商店街

交番

宮本クリニック

坂根かどや薬局

ＦＣＭ㈱

東
成
山
水
学
園

城
東
運
河

内
環
状
線

ツ
タ
ヤ

駐
輪
場

駐
輪
場

１番
出口

３番
出口 セブン

イレブン

最寄駅　地下鉄（千日前線）
　　　　新深江駅
　　　　①番又は③番出口より
　　　　徒歩約８分

お願い
・駐車場の準備がございませんので、
　公共交通機関にてご来社ください
　ますよう、お願いいたします。
・事業の都合上、全館禁煙にご協力
　ください。


